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精米時期
表示例：令和6年10月1日、06.10.上旬、2024.10.01、24.10.上旬　等

調製時期 輸入時期 時期

原料玄米の表示は、単一原料米かそれ以外か、また、「産地」、「品種」、「産年」に係る根拠を示す資料を有
するかどうかにより表示内容が異なります。

◆ア…「産地」､「品種」及び「産年」が同一であり、かつ、その根拠を示す資料を保管している原料玄米の
　　　場合
　●「単一原料米」と記載し、「産地」､「品種」､「産年」を表示
　●「産地」は、国産品は「都道府県名」、市町村名その他一般に知られている地名を、輸入品は「原産国
　　名」又は一般的に知られている地名を表示
◆イ…ア以外の場合
　●「複数原料米」､「ブレンド米」等の表示
　●「産地」（国産品は「国内産」､輸入品は「原産国名」）と、その使用割合を表示
　●「国内産　△△割」または「〇〇産　△△割」の表示の下に「産地」､「品種」､「産年」のうち、根拠を示
　　す資料を保管している場合に限り、それぞれに対応する原料玄米の使用割合と併せてカッコ書き
　　で表示することができます。

「産地」､「品種」､「産年」、その他の原料玄米の表示事項の根拠を確認した方法を表示することができます。
例えば、国産品は農産物検査法、輸入品は輸出国の公的機関等による証明を受けた場合は、これらの証
明を受けた旨を、また、これらの証明を受けていない場合は表示の確認方法を表示することができます。
なお、表示義務ではないため、必ず表示しなければならないということではありませんが、表示するこ
とが望ましいとされています。
ただし、表示する場合は、根拠を示す資料を保管する必要があります。

「玄米」、「もち精米」、「胚芽精米」、「うるち精米（うるちを省略しても可）」のうち内容を表すものを表示
します。


